
＜ごみ集積所売却手続きの流れ＞

【購入を希望する方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東久留米市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●購入希望の相談 

●申請書の提出 

１．跡地に隣接する土地の登記

事項証明書 

２．住民票の写し 

３．跡地の地積測量図 

※必要書類については、ご連絡

の際にお伝えいたします。 
○提出書類の確認・受理 

提出いただいた書類に記載漏れ

や、必要書類の提出漏れがないか

等を確認します。 

〇ごみ集積所跡地の現地確認 

１．売却が可能な土地か 

２．売却金額はどれくらいか 

３．諸費用はどの程度かかるか 

等を調査し、ご連絡をします。 

●売買契約書の締結 

売却金額の支払い、登録免許税の

支払いが発生します。 

○所有権移転の手続 

法務局での手続き完了後、登記関

係の書類をお渡しします。 

●登記関係書類の受領 

登記関係書類の受領をもって、売

却手続きが終了します。 

ごみ集積所跡地の処分につきましては、環境安全部ごみ対策課が窓口となり受

付・手続きを実施いたします。 

ご不明な点につきましては、環境安全部ごみ対策課（電話：０４２－４７３－２

１１７）までお問い合わせください。 


